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平成２４年４月６日、鹿児島大学法文学部

後援会、保護者と教員の歓談会が行われまし

た。法科大学院からは、米田憲市研究科長が

『夢をあきらめない、法科大学院進学に向け

て』と題し、講話を行いました。

（以下は、歓談会にて配付された資料となり

ます。）

● 鹿児島大学法文学部後援会

保護者と教員の歓談会について ●

■(1)何が問われているか

１.論点の把握

Ａは甲土地につき所有権者であるとしている

が、甲土地の登記名義はＤにある。Ａに対し貸金

債権を有するＢは、Ｄの唯一の相続人Ｃに対し、

Ａの甲土地の所有権に基づき、甲土地についてＤ

からＡへの所有権移転登記手続を求めて訴え。こ

の訴訟にＡのメインバンクたるＦが、当事者とし

て参加する方法、具体的には独立当事者参加（権

利主張参加）と共同訴訟参加のそれぞれの可否を

問う。

２.短答式試験との関連
考察にあたり、まず、Ｆが参加する訴訟がどの

ようなものかを検討するに、これは、ＡのＣに対

する所有権に基づく妨害排除請求権としての所

有権移転登記手続請求権を訴訟物とする訴えを、

Ａの債権者Ｂが提起しているのだから、債権者代

位訴訟であって、Ｂは法定訴訟担当であることを

理解する必要がある。債権者代位訴訟に関しては、

平成 19 年第 61 問（肢 2 と 4）、平成 20 年第

64 問（肢 4）、平成 21 年第 59問（肢 5）、平

成 22 年第 71 問（肢 5）など頻出であるが、本

問に関連するのは、債権者代位訴訟の基本構造の

理解を問う平成 19 年第 61問と平成 22年第 71

問。とくに、平成 19 年第 61 問の肢 2 は、大判

昭和14.5.16 民集 18巻 557頁を踏まえ、債務者

による共同訴訟参加の可否を問い、平成 19年第

61問の肢 4と平成 22年第 71問の肢 5は、債権

者代位訴訟提起後の債務者による独立当事者参

加に関するもので、後者は最判昭和 48.4.24民集

27巻 3号 596頁／百選A34を踏まえたもの。

(2)採点実感の読解／検討
１.指摘されたことは何か
ア．問題文から検討すべき論点は明白であり、

権利主張参加と共同訴訟参加の可否を論ずるも

のだが、その前提として、Ｆが参加する既存のＢ

Ｃ間訴訟が債権者代位訴訟であって、Ｂが法定訴

訟担当であることを踏まえて、説明することが求

められ、かかる意識が欠缺している答案は「一応

の水準」に達しない。そして、2つの参加形態の

それぞれにつき、その要件の検討・解釈を展開す

ることが必須であるのに、「該当条文の要件を答

案に引き写すだけで、その解釈を展開するに至っ

ていないものが少なくなかった」。かかる答案は、

「良好」または「優秀」と評価されない。

イ．出題趣旨によれば、権利主張参加の許否は、

47 条 1 項後段の要件が充足されるかが決め手に

なるが、これは、Ｂの請求とＦの請求とが法律上

非両立／択一的関係にあることを意味するから、

この点を検討することが題意とされる。その際、

ＢとＦの当事者適格が択一的であることから、最

判昭和48.4.24／百選A34の法理を援用できるか。

Ｂの代位訴訟によってＡの管理処分権が失われ

ることとの関係で、Ａの他の債権者Ｆの法的地位

が検討される。しかし、「これを論じている『優

秀』な答案は少なかった。圧倒的多数は、訴訟物

が同一であるからと結論づけるにとどまってい

た」。昭和48年判決は、債権者代位訴訟に債務

者が権利主張参加できるとしたものだが、「この

判決の結論を暗記しているだけでは不十分であ

った」という。また、共同訴訟参加の許否は、52

条 1項の要件に係るが、これは、係属中の訴訟の

判決の効力が第三者にも及び、参加後の共同訴訟

が類似必要的共同訴訟となる場合だから、この点

を検討する必要がある。たとえば、代位訴訟の既

判力の主観的範囲が拡張される（115条 1項 2

号）結果、「被担当者に既判力の矛盾が生ずるこ

とになるが、それはやむを得ず、それ以上の検討

ＫＵＬＳ ニューズレター Ｎｏ．３４

平成２４年４月１３日 発行鹿児島大学法科大学院

（鹿児島大学法文学部後援会 保護者と教員の
歓談会にて「短中期ビジョンに基づく法科学院
教育の重要性を語る米田研究科長」 ）

鹿児島大学法文学部
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をしないで共同訴訟参加を否定する」ような答案

は、「一応の水準」にとどまる。対して、「被担

当者に既判力が及ぶことから、被担当者を経由し

て他の原告適格者にも既判力が反射的に及ぶと

の立場」から、「共同訴訟参加の可否をきちん

と論じている」答案は、「良好」や「優秀」と評

価される。

ウ．なお、これら参加形態の要件の検討に際し

て、たとえば、「他人間に訴訟が係属しているこ

と」といった自明の要件に言及する答案が散見さ

れるとし、かような答案について、「むしろ、こ

のような記載をするとセンスを疑われる（論ずべ



みなさん、こんにちは。弁護士の白鳥です。
お手元に前期の時間割があるかと思うのですが、私

は、みなさん１年生の方とは、月曜日の５限目にあり
ます米田先生の法情報論、これにお手伝いをさせてい
ただいております。あと、３年になったときに、水曜
日の一番下、６限目の民事法総合問題演習というのを
担当させていただいております。

先ほどから、一生懸命勉強してくださいというお話
がありますけれども、もう既に法律の勉強を始められ
ている方が居られるのかどうかは分かりませんけれ
ども、もう既にみなさんと同じ時期に入学した方々と
の戦いは始まっているわけです。このカリキュラムを
見れば、みなさんこれを大変だと思われるか、割と緩
やかだなと思われるか、個人差あるかと思うのです
が、これだけをこなせば良いということではないと思
います。これは最低限といいますか、これは絶対に必
要なんですね、このカリキュラムは。ただし、それだ
けでは私はちょっと無理じゃないかなと思います。例
えばその、他の大学のロースクールの学生は、１年生
に入ったときから司法試験の問題を解き始めるとか、
そういったことをやっています。ですので、授業は授
業で一生懸命こなしていただかなければいけないの
ですが、その他にやっぱり受験勉強というのが、どう
しても必要だと思います。
それで、ちょっと今日は本を２冊持ってきたんですけ
れども、大学の生協にも置いてあるものです。それで、

私たちが受験生の時には、こうゆう本は無かったで
す。ロースクールができてからですね。で、この本は、
木山先生という税務訴訟で有名な方が、こういったノ
ウハウ本を書くのが好きで、最近しょっちゅう書かれ
ています。それで、私はで
すね、この『センスの良い
法律文書の書き方』（中央経
済社、2012年）というのを
お薦めします。

で、みなさん、知識を頭
に入れることから始めない
といけないと思われると思
うんですが、それはもちろ
ん大事なんです。でも、こ
の本の冒頭に書いてあるん
ですが、誰のために文章を
書くのか、というところか
ら始まります。この方の解
答は、裁判官に読んでもらうためだと書いてありま
す。ま、私にすれば、依頼者にも読んでもらわなけれ
ばいけない。本当は依頼者が出す文章として私達が出
すんですけれども、やはり依頼者の方に不満を持たれ
たらアウトなんです、弁護士は。ですので、裁判官に
早く読んでもらう、よく理解してもらう、それで依頼
者の方にも納得していただく、そういった文章を書く
ためにどうしたら良いか。これ、是非、生協で目次だ
けでも見てください。非常に良いことが書いてありま
す。みなさん文章を書くときにですね、こういうのを
意識していたかどうか。『主語と述語が結びついてい
る』、これは中学校くらいの国語じゃないかと思われ
るかもしれませんが、文章が長くなっていくと、わけ

が分からなくなってくる。で、別のところで書いてあ
るのは、１文は短くしろと。長い文章は裁判官もなか
なか読んでくれませんと。そういうことも書いてあり
ます。それから、項目の番号の振り方。これもルール
がある。みなさんは、そういうのは聞いてないと思う
んですね。授業でもなかなか聞かないかもしれません
が、授業で教えてくれなかったなんていう言い訳は通
用しません。「授業で教えること」と、「自分で勉強す
ること」には、どうしても領域分けがあるんです。で
すから、この本は全然難しくないので、早い段階で読
んで欲しいと思います。ただ、実践するのが難しいん
ですよ。ここに書いてあるようなことを、法律文章で
書く（実践する）というのが難しい。それには、どん
どん法律の知識を入れなければいけない。でも、書き
方も知っておかなければいけないということで、是
非、早い段階から、「法律の文章を書く」ということ
を意識した勉強をしてください。

とにかく司法試験の天王山というのは、論文式試験
です。合格答案を書かなければいけない。その論文試
験に、どれだけ良い点を取るか。実は、３月４日の日
曜日に初めて九州弁護士会連合会が主催して、民法と
刑法の模擬問題の答案練習会をやったんですね。つい
先日、福岡の会議で、九州各県で採点した先生方の感
想とかを聞いて話し合いをしたんですが、やっぱり、
字の汚い方と字の綺麗な方があったら、どっちに良い
点をあげたいか、とかですね、皆さんの採点の感想は
一緒なんですよ。それと、書いている内容にはそれほ
ど違いはないけれども、非常に読みやすい文章と、な
んだか文章が長々とダラダラしていてどうも読みづ
らい文章と、そういう２つの答案があればですね、内
容的にはあまり変わらなくても、どっちに良い点を付

けるかと言われれば、皆さん分かるでしょう？ 字が
うまいとか綺麗とかじゃなくて、読みやすい字とか、
読みやすい文章とか、そういうのが本当に大事なんで
す。皆さんは未修の方が多いと思うんですが、「３年
になってから、受験勉強を始めれば良い」と思われて
いるかもしれませんが、それでは遅い、と私は思いま
す。その時点、3 年になった時点から、良い文章を書
こうなんて考えていても、各科目の知識をどんどん入
れていくだけで、アップアップになりますよ。こうい
う形式的な技術の部分こそ、始めから意識しないとい
けない。私、驚いたんですけれども、ノートの書き方
まで本になる時代なんですね。
『最強の法律学習ノート術』
（弘文堂、2012 年）という
本です。これは、著者が自
分の受験時代のノートのサ
ンプルまで入れているんで
すよ。これを読むとね、
ちょっと凄すぎて、自信を
無くすかもしれませんが、
あくまで参考例として見て
下さい。「ここまでしなきゃ
いけないのかな？」と、そ
ういう厳しさは、是非、
どっか心の片隅にでも置いて、法律の勉強をするとと
もに、やはり「法律の文章を書くんだ！」ということ
も意識して頑張ってください。分からないことは何で
もアシストしますので、是非、挫折しないで、合格を
目指して頑張ってください。以上です。

白鳥 努（実務家教員・弁護士）

● 図書紹介 ～新入生オリエンテーシ

ョンの挨拶より～ 白鳥努弁護士 ●

きポイントが何かを把握していないと受け取ら

れる）ことになりかねない」と指摘する。

２.授業ではどうなっているか
ア．債権者代位訴訟に関しては、「民事訴訟法

Ａ」において、「当事者」の箇所で、法定訴訟担

当としての構造を大判昭和14.5.16や大阪地判昭

和 45.5.28 下民集 21 巻 5/6号 720頁／百選 88

を参照して検討し（シラバス「当事者(3)」【ケ

ース2】参照）、また、「訴え提起の効果」の箇

所で、大判昭和 14.5.16を再論し、合わせて最判

昭和48.4.24／百選A34を検討（シラバス「訴え

提起の効果(1)」【ケース 1】参照）。そして、

権利主張参加の要件である非両立性については、

「民事訴訟法問題演習」において検討（シラバス

「独立当事者参加」【ケース 2】

参照）。なお、数人の債権者が提起する債権者

代位訴訟が類似必要的共同訴訟である点につき、

「民事訴訟法問題演習」で言及（シラバス「共同

訴訟(2)」【ケース 4】参照）。

イ．共同訴訟参加そのものに関しては、独立し

た論点として授業内容に組み込まれていないが、

その他については、およそ授業での学修が予定さ

れている。ただ、検討の中心は、債権者代位訴訟

提起後の債務者による別訴提起や訴訟参加（の可

否、つまり債務者への処分制限効をどう解する

か）であり、他の債権者による訴訟参加を直截考

察する内容は含まれていない。とはいえ、債権者

代位訴訟提起後の代位債権者と債務者間の法律

関係を検討することを通じて、代位債権者相互間

の関係へと思考を展開させること、すなわち、Ｆ

がＢによる代位の基礎となっている当事者適格

を否定して争い、自らが適格当事者と主張すると

か、Ａには既存のＢＣ間訴訟の既判力が拡張され

る一方、Ａの他の債権者ＦにもＡを経由してその

判決の効力が反射的に及ぶ関係にあることなど

学修を進展させることは不可能ではないだろう。

したがって、ここでも、基本的理解から正確に説

いて、その基本的理解を連結する思考の過程を丁

寧に論ずることがポイントといえないか。

齋藤 善人（民事訴訟法）

[事実の概要]

X は、社団法人共同通信社の配信した記事に基

づいて、地方新聞社(Y1～Y3)らが自らの発行す

る新聞に記事を掲載したことによって名誉を毀

損されたと主張し、共同通信社およびYらに対

し、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提

起した。

[判決要旨]
新聞社が、通信社からの配信に基づき、自己の

発行する新聞に記事を掲載した場合において、少

なくとも、当該通信社と当該新聞社とが、記事の

取材、作成、配信および掲載という一連の過程に

おいて、報道主体としての一体性を有すると評価

することができるときは、当該新聞社は、当該通

信社を取材機関として利用し、取材を代行させた

ものとして、当該通信社の取材を当該新聞社の取

材と同視することが相当であって、当該通信社が

当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずる

について相当の理由があるのであれば、当該新聞

社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に

疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれ

を漫然と掲載したなど特段の事情のない限り、当

該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事

に摘示された事実を真実と信ずるについても相

当の理由があるというべきである。そして、通信

社と新聞社とが報道主体としての一体性を有す

ると評価すべきか否かは、通信社と新聞社との関

係、通信社から新聞社への記事配信の仕組み、新

聞社による記事の内容の実質的変更の可否等の

事情を総合考慮して判断するのが相当である。以

上の理は、新聞社が掲載した記事に、これが通信

社からの配信に基づく記事である旨の表示がな

い場合であっても異なるものではない。

[コメント]
本判決では、通信社からの配信記事をそのまま

利用して、自己の発行する新聞紙上に掲載し、独

自の裏付け取材等を行っていなかった場合、名誉

毀損の免責要件である「相当の理由（最判昭和

41年 6月 23日）」が認められるかどうかが争

われている。通信社と新聞社の一体性理論および

「一体性」の判断基準、新聞社の「相当の理由」

の判断基準、本判決の射程（特にクレジットの要

否）について確認しておくこと。

村山 洋介（民法）
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